
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コロナ感染防止対策として、

国民の外出自粛を政府は打ち

出しました。店舗や施設は営

業時間の短縮・休止を求めら

れ、社会全体の経済活動にも、

大きな影響が広がりました。 

仕事を減らされた・収益が落

ちた・仕事がない・家賃さえ払

えない・子どもだけで留守番

させられない・子どもを見な

がら在宅勤務はできない… 

この困難を乗り越える為に、

安心して過ごせる住居や生活

費の補償は当然です。ところ

がその補償を出し渋る政府。 

「自粛と補償は一体で」 

国民と野党の声で、一人１０

万円給付を実現させました。

企業への持続化給付金は、フ

リーランスの方も対象になり

ました。引き続き拡充を求め

ていきましょう。 

いま、国民の声が政治を動か

しています。大きなうねりと

なったのは「#検察庁法改正

案に抗議します」ツイッター

デモ。総理大臣の起訴も可能

な公正中立の検察（※）。内閣

が検察庁人事に介入すること

は、検察の独立が失われる危

険性があります。 

活動報告・今後の日程 

６月定例会（市議会）日程 

 

４日 定例会初日 

５日 本会議 

１０日～１２日 一般質問 

  11日 山口・浅見議員 

  12日 山田・渡辺・ 

さとう議員 

１６・１７・１９日 

        各委員会 

２５日 定例会最終日 

 

今議会の傍聴は、コロナ感染予

防対策のため、別室でのモニタ

ー傍聴となります。先着１４

名。（感染発生時の経路確認の

ため、お名前・連絡先の記入を

していただく必要があります） 

 

コロナでお困りのことはあり

ませんか？ 

 

市民の方から相談が寄せられ

ています。 

上記連絡先または事務所へお

気軽にご相談ください。 

事業者向けの給付・融資等の申

請のご相談（要予約）や、生活

相談も受け付けております。 

 

※検察の特性――― 

 

１．自ら被疑者，参考人などを取

り調べるなど証拠の収集を直接

かつ積極的に行う 

 

２．的確な証拠によって有罪判決

が得られる高度の見込みのある

場合に限って起訴する 

 

３．公訴の提起に十分な犯罪の疑

いがあり，訴訟条件が揃っていて

も，検察官の裁量で起訴しないこ

ともできる 

２０１５年安保法案。私は、子

どもと一緒に初の国会前デモ

に参加しました。各地から集

まった方と気持ちがつなが

り、声をあげる勇気をもらい

ました。いま、その時と同じよ

うな熱気です。 

国民の大きな抗議により、政

府は今国会での検察庁法改正

案の成立を断念しました。声

をあげれば政治が変わる！こ

れからもご一緒に！ 

 ＜秋津事務所＞ 

秋津町４－39－71  

 ＜青葉事務所＞ 

青葉町 2－28－6  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の突然の休校から約３か月。戸外で遊ん

でいて注意を受けた方や、学校へは苦情の電

話が入ったと聞きます。子どもにとって遊び

は成長に欠かせない活動です。 

子ども達はこれまでの日常の行動が制限さ

れ、不安やストレスも抱えています。日本小

児科学会は「コロナが直接もたらす影響より

も、子ども達を抑うつ傾向に陥らせる関連健

康被害の方が大きくなる」と指摘しています。 

子どもの権利条約は、「生きる権利」「育つ権

利」「守られる権利」「参加する権利」がうた

われています。子どもの意見に対して、大人

が丁寧に向き合う「意見表明権」も。 

これからの教育のあり方もあわせ、子ども達

の支援について一般質問で取り上げます。 

 

    毎年この時期の噴水前は、市民の憩 

いの場となり、親子の姿を一目見よう 

と市外の方も来るほどでした。ボラン 

ティアの方々が巣立ちまであたたか 

く見守ってきたのです。ところが今年、つが

いが確認された後「漏水の可能性がある」と

し、市は水を止め、噴水の水も抜いてしまい

ました。そこでふ化した雛たち。かるがもは、

水が無ければ生きていけません。多くの市民

の抗議に対し「野鳥の宿命」だとし、市には

命を守ろうとする姿勢はありません。野鳥は

縄張りがあり、簡単に移動させることもでき

ません。今は、ボランティアの方の協力で池

が用意され、見守られています。 

――SL解体の話が出たのはちょうど1年前。

文化や命に対する今の市の姿勢は明白です。 ✤山田たか子    ✤いま しんぶん赤旗 がおもしろい！ 

ツイッタ‐        日刊紙 月３，４９７円（一部売１３０円） 

             日曜版 月９３０円 （一部売２４０円） 
                     日刊紙 電子版（月 3,497円） 

議会には、行政運営を監視し、正す役割があ

ります。市民の代表として市民の声を届ける

ため、私たち議員にとって議会の一般質問は、

その最も重要な権限の一つとなっています。 

東村山市議会「議会運営マニュアル」には、

「提出されている請願及び陳情に関する一般

質問の通告はできないこととする」とありま

す。（↑この決まり自体に疑問がありますが） 

つまり、同じ会期中に、市民から議会に出さ

れた要望や願い（請願・陳情）と同内容の一

般質問はできないという決まりです。 

 

今回出された陳情は「新型コロナ感染症対策

の強化を求める陳情」です。かつてない非常

事態に市民が不安を抱き、行政へ声をあげる

のは当然の権利です。 

私たちも、多くの市民の皆さんの切実な声を

伺い、一般質問の通告書を提出しました。 

行政側へ提出する前の議会運営協議会（各会

派代表議員で構成され、非公開）では、今回

幅広く要望されている陳情の中に含まれると

解釈される「中小企業への支援」「PCR検査」

等の項目が、議員の一般質問から削除されま

した。 

通常、陳情の審議は付託された委員会で行わ

れます。ひとつの委員会で、多くのコロナ対

策への強化を深める審議はとうていできませ

ん。今回は、市民の命や生活をどう守るか！？

という非常事態です。「マニュアル」に縛られ

ず、一般質問で深めた内容を踏まえて、陳情

の審議をするような臨機応変さが求められる

状況ではないでしょうか。 

 

東村山民報 ２０２０年６月号外 山田たか子 活動紹介です。 

◇東村山民報社◇ 小松恭子 東村山市美住町１－２－５ 


